
く承認可決し、理事１２名（新任４名含む）及び監事

２名が決定した。

　また、議案終了後、次のみなさんに会長表彰状が授

与された。

　会長表彰等を受賞された方は次のとおり

第���号

⑴平成２４年７月１５日　　

　県環境技術センターは、平

成２４年５月２５日徳島グラン

ヴィリオホテルで、平成２４

年度（公益移行後第２回目）

の定時社員総会を開催した。

総会には、１０５名（委任状出

席含む）が出席した。

　松原会長が挨拶したあと、来賓のあいさつとして、

齋藤副知事、原秀樹徳島市長、顧問の長尾哲見県議会

議員からそれぞれご祝辞を頂いた。

　続いて、ご出席いただいている来賓の方々を紹介し、

祝電を披露したあと、松原会長が議長となり、議事に

入った。

　第１号議案の平成２３年度事業報告及び収支決算報

告について、議長が総会にその賛否を諮り、第１号議

案は満場異議なく承認可決された。

　次に任期満了に伴う役員改選が行われ、地区報告会

で推薦された理事など、議案２についても満場異議な

��������������������������������������������������

　平成２４年度全国浄化槽団体連合会第３３回通常総会

が、５月２２日、東京都千代田区の東京会館で開催され

た。

　上山会長の開会挨拶ののち、香川県浄化槽協会会長

の山条氏が議長に選出され、議事を進めた。

　議事では、平成２３年度事業報告及び収支決算報告、

平成２４年度事業計画案及び収支予算案が審議され、

いずれの議案も満場一致で承認可決された。

　また今年度は役員改選の年にあたっており、新しい

理事を選任、理事の互選で役員が選出され、上山健治

郎会長が再任された。

　引き続いて式典が開催され、当センターの井内副会

長、植松丈夫氏ほか、全国から７６名の方が全浄連会長

表彰を受賞された。

　総会終了後、環境省浄化槽企画官の松田和久氏によ

る「浄化槽行政の現状と課題」と題した、特別講演が

行われ、業界へのメッセージが発信された。

　全浄連会長表彰者（徳島県関係者）は以下のとおり

☆★☆★☆おめでとうございます☆★☆★☆

　井内　幸一副会長　　：環境大臣表彰受賞による会長顕彰
　植松　丈夫氏（会員）：会長表彰受賞
　藍原　芳典（事務局）：　　　〃
　北野　政子（　〃　）：会長感謝状受賞



　　平成２４年７月１５日 み ど り 第３８７号⑵

　総会で承認された平成２３年度事業及び決算報告は

次のとおり

＜法定検査事業＞

　７条検査数　　１,９８８基

　１１条検査数　６０,９３５基

　　　計　　　６２,９２３基（７月〜３月）

＜督促状発送事業＞

　センター督促総数　１０７,１９１基

　　　　　受検数　　　４,５３９基

　県民局督促総数　　５８,２８０基

　　　　　受検数　　　３,７３０基

＜那賀町一括契約数＞

　１,９８６基のうち８６１基（４３.４％）の契約が完了し昨

年度から１８３基が増加した。

＜浄化槽設置届受付事業＞

　設置計画書（又は届出書）については、長引く不況

の中、２,８７６基（７月〜３月）の新規浄化槽の設置届

を受付した。

＜機能保証事業＞

　機能保証登録申請書の受付数は、１,３７８基（７月〜３

月）を受付、保証対象浄化槽として登録した。

＜講習会・研修会事業＞

　浄化槽教室の開催（５４回）や、浄化槽施工技術講習

会及び維持管理技術講習会、行政担当者を対象とした

研修会などについても積極的に開催した。

＜水質保全事業＞

　上勝町の植樹活動や環境の日の啓発活動、子どもを

対象とした環境学習や「とくしま動物園」での啓発、

及び浄化槽の日のポスターコンクールなどを実施し、

県民に徳島の水環境保全を呼びかけた。

＜計量証明事業＞

　事業所排水の検査など２,８１９件の分析を実施した。

＜その他の事業＞

　会員事業としては、地区報告会や施工技術委員会、

保守点検清掃委員会や管理士会及び設備士会と協賛で

技術講習会などを開催した。

＜２３年度決算（７月〜３月）＞

　平成２３年度の法人全体の当期正味財産増減額は、

１３,２１１,３０５円となった。また、２３年度末正味財産残

高は貸借対照表のとおりである。

貸 借 対 照 表
【単位：千円】（平成２４年３月３１日現在）

金　　　額科　　　目

２14,310

393,034

607,344
� ���

121,102

161,346

282,448

0

324,896

324,896

607,344
� ���

Ⅰ　資産の部

　　　流動資産合計

　　　固定資産合計

　　資産合計
� ����

Ⅱ　負債の部

　　　流動負債合計

　　　固定負債合計

　　負債合計

Ⅲ　正味財産の部

　　　指定正味財産合計

　　　一般正味財産合計

　　正味財産合計

　　負債及び正味財産合計
� ����������
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　県環境技術センターは、５月１１日、センター事務所

において、第５回定時理事会を開催し、①第２回定時

社員総会に付すべき提案の承認及び総会の開催日時・

開催場所・総会での提案議題を承認した。

　その後、総会において表彰する会長表彰者１３名（会

員功労者６名・会員事業所従事者表彰者６名及びボラ

ンティア表彰者１名）を決定した。

　また、各地区から推薦された施工技術委員９名・保

守点検清掃委員９名・環境広報委員９名を承認決定し

た。

保守点検・清掃委員会　　　　　　　　（順不同）・（敬称略）

徳 島㈲光清掃社中 川 幸 彦

徳 島㈲たいち神 戸 克 佳

鳴 門㈲マルシンクリーン真 貝 浩 司

小 松 島㈲三共クリーン吉 本 公 一

阿 南㈲田中清掃田 中　 勝

阿 北㈲山川清掃関 口　 勳

美 馬㈱岩本総業岩 本 英 司

三 好㈲阿波池田浄化槽サービス岡 崎 光 二

海 部坂本設備工業株式会社坂 本 裕 章

環境広報委員会　　　　　　　　　　　（順不同）・（敬称略）

徳 島美馬商事㈱美 馬 秀 夫

徳 島㈲エスピック工業中 川　 弘

鳴 門㈲山田水道山 田　 実

小 松 島㈲森本建材店森 本　 廣

阿 南㈲森清浄社森　 玄 徳

阿 北㈲松島清掃社松 島　 清

美 馬黒石屋和田金物店和 田 敏 行

三 好阿波バーナー商会大 森 彦 人

海 部丸乃木材㈲乃 一 吉 男

施工技術委員会　　　　　　　　　　　（順不同）・（敬称略）

徳 島㈱ユニペック高 尾 重 良

鳴 門㈲田中設備工務店田 中 幸 夫

小 松 島㈱庄野建材店庄 野 章 夫

阿 南㈲四宮水道工業所四 宮 勢 一

阿 北テライ設備機器㈲寺 井 孝 治

美 馬㈲イワイ岩 井　 治

三 好㈱田原工業田 原 健 次

海 部㈲三幸電気設備木 本 敬 道

メーカー㈱ダイキアクシス田 中 幸 典

※詳細は総会資料又はＨＰをご覧下さい。



第３８７号 み ど り 平成２４年７月１５日　　⑶

　本年度４月から浄化槽維持管理の標準契約がスター

トし３ヶ月が経過した。準備期間がほとんどなかった

ため、当初大きな混乱が予想されていたが、現時点で

は、ほぼ順調にスタートが切れたといえる。

　これは、県環境整備課が各業界へ周知依頼文書を出

したこと、また、センターの松原前会長をはじめとす

る役員が、建設業界、設備・水道関係等の団体等をく

まなく回り、理解を求めたことが奏功したと思われる。

　但し、同時にメーカーや施工関係者から維持管理業

界に対する意見や要望が多く寄せられていたため、セ

ンターの藍原・川原・宮内の３課長が、保守点検業者、

清掃業者を個別に訪問、標準契約に関し、契約方法や

実際の運用について、再度詳しく説明するとともに、

メーカー・施工業者との相互の連絡・連携を依頼した。

　そもそも、この契約制度は、以前から県に出されて

いた『保守点検や清掃を徹底するシステムを』との業

界からの要望や、『法定検査を受けていないのは不公

平』という県民の声を受け、検討がなされた結果、導

入されたものである。

　設置数が１８万基近くある徳島県で、現在の行政担

当者だけで、その維持管理を指導徹底することは、ほ

ぼ不可能である。また、業界もこれまで十分な連携が

図られず、施工事業者・保守点検事業者・清掃事業者

が、それぞれ自らの営業に有利となる様な説明をして

いたことも、不適正な維持管理の一因になっていた。

　今回の標準契約導入を契機として、県と業界、そし

てその業界内でもそれぞれの事業者（施工・保守点検・

清掃・検査）が連携を図り、どの業種でも、誰に聞い

ても、『点検が必要』『清掃は年１回以上必要』『検査も

受けなければならない』として、設置者に説明するこ

とにより、この制度が定着するものと思われる。

　今、我々浄化槽に携わる者には、なによりも法律遵

守の姿勢が強く求められている。

　※その他標準契約マニュアルを参考にして下さい

　平成２４年度第１回法定検査検討会が５月１８日県庁

１１０３会議室で開催された。

　検討会には、県ゴミゼロ推進担当と各県民局から浄

化槽担当者、県環境技術センターからは竹内部長、藍

原、宮内両検査課長が出席し、浄化槽法定検査の課題

や対策について協議を行った。

　まず、センター宮内課長が平成２３年度の検査業務

の結果報告を行った。

　また、７条及び１１条検査においての判定内訳につ

いて説明し、不適正原因としては保守点検が実施され

ていないことによる維持管理不良が最も多いと報告し

た。引き続いて、督促・受検指導についても協議。

　なお、２４年度も引き続き市町村ごとの一斉検査を実

施すると共に、電話連絡や直接訪問によるきめ細かな

受検勧奨により受検率向上を図る旨を説明した。

　また、藍原課長からは、放流先が確保できない施設

の取り扱いについて、その現状と課題、またその対応

策が提起され、意見交換がなされた。

　最後に、ゴミゼロ推進担当から今年度保守点検登録

の更新を迎える業者が多く、立ち入り検査を実施する

予定であるが、その際には法令遵守の徹底を図りたい

との報告があった。なお、４月から開始されている標

準契約において問題が生じていないか質問が出された

が、県担当者は特に問題は出ていないと回答した。

事務局だより
 法定検査のお知らせ 

　次の日程で法定検査を実施します。

○11条検査（移行検査）
　日程：平成24年７月２日〜８月10日
　地区：徳島市・藍住町・北島町・板野町・上板町・
　　　　石井町・神山町・佐那河内村・阿波市・吉野川市・

　　　　美馬市・つるぎ町・阿南市南部地区・海部郡全域

○７条検査
　日程：平成24年７月２日〜８月10日　
　地区：徳島市内・藍住町・北島町・上板町・石井町・
　　　　神山町・佐那河内村・阿南市・海部郡
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維持管理指導等について協議維持管理指導等について協議維持管理指導等について協議



　　平成２４年７月１５日 み ど り 第３８７号

会　　長：中西　俊光

副　会　長：北島　義治

会計理事：四宮　勢一

理　　事：大西一良、大森彦人、中内猛博、森本　廣、

久保正昇、井内孝明、田原典郎

監　　事：平坂公一、松本英昭

顧　　問：大坂利弘

　最後に新たに会長に就任した中西会長は、「設備業

界の発展の為に、理事ならびに会員の皆様のご協力を

お願いします」と挨拶をし総会を閉会した。

⑷

　

　　管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会管理士会総会

　徳島県浄化槽管理士会（会員９６名）は、４月２４日㈫

徳島ワシントンホテルプラザで、平成２４年度通常総

会を開催した。総会には会員７３名が出席（委任状含む）

し、美馬秀夫会長の開会挨拶の後、県環境総局環境整

備課長藤川隆氏、センター松原会長が祝辞を述べた。

　高橋副会長の司会で、出席者の確認をした後、議事

に入った。

　第１号議案「平成２３年度事業報告及び収支決算報

告について」、続いて、第２号議案「平成２４年度事業

計画案及び収支予算案について」は全て満場一致で承

認可決された。

　美馬会長は、「会員が徐々に増加している中、会員の

技術向上を目的とした研修、会員間の親睦、共に両立

できるよう、経費とのバランスをとりながら充実して

いきたいと述べた。

　　設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会設備士会総会

　また、県浄化槽設備士会は、６月１日㈮徳島県環境

技術センター４階会議室で平成２４年度通常総会を開

催し、５５名が出席（委任状含む）した。

　大坂会長代行による開会挨拶の後、県環境技術セン

ターの原岡専務理事より来賓祝辞を述べた。その後、

司会者が出席者の確認を行い、議事に入った。

　第１号議案「平成２３年度事業報告及び収支決算報

告について」は満場一致で承認され、第２号議案「平

成２４年度事業計画案及び収支予算案」も同じく満場一

致で承認された。

　第３号議案「任期満了に伴う役員改選」では、新役

員の選任を行い、次のとおり、新しく理事・監事が就

任した。
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水 質 計 量 便 り

　「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が５

月２５日施行されました。

　主な内容は、以下のとおりです。

①有害物質の追加（第２条関係）

　工場または事業場から公共用水域に排出される水の

排出、地下浸透水の浸透等の規制対象となる人の健康

に係る被害を生ずるおそれがある物質として、トラン

ス−１，２ジクロロエチレン・塩化ビニルモノマー・

１，４ジオキサンの３項目が追加されました。

②指定物質の追加（第３条の３関係）

　工場または事業場における事故により、公共用水域

に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康

又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で

あって、引き続く排出又は浸透の防止のための応急の

措置を講ずるものとして、クロム及びその化合物（六

価クロム化合物は除く）・マンガン及びその化合物・鉄

及びその化合物・銅及びその化合物・亜鉛及びその化

合物・フェノール類及びその塩類が追加されました。

③特定施設の追加（別表第１関係）

　有害物質を排出する施設として、界面活性剤製造業

の用に供する反応施設（１，４ジオキサンが発生するも

のに限り、洗浄装置を有しないものを除く）及びエチ

レンオキシド又は１，４−ジオキサンの混合施設（前各

号に該当するものを除く。）が追加されました。

　特定施設の施設管理ご担当者の方は、ご注意お願い

します。　　

※１，４−ジオキサン

　環境中では分解しにくいといわれており、動物に対して

急性毒性が認められています。

また国際がん研究機関により、人に対する発がん性が疑わ

れる物質に分類されています。
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